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関 係団体御中

事務連絡

平成29年8月31日

厚生労働省保険局医療課

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項についてJ等の一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健

康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）

長あて通知したのでお知らせします。



保医発08 3 1第6号
平成29年8月31日

殿

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）

国民健康 保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

厚生労働省保険局歯科医療管理官
（公印省略）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項についてj 等の一部改正について

今般、特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件（平
成29年厚生労働省告示第287号）が公布され、平成29年 9月 1日から適用されること等
に伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、
その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知
徹底を図られたい。

ロぃ＝＝ロ

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ （平成2
8年 3月 4日保医発0304第 3号）の一部改正について

別添 1

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ（平成28年
3月 4日保医発0304第 7号）の一部改正について

別添 2

別添 3 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特
定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」（平成28年 3月 4日保
医発0304第 8号）の一部改正について

「特定保険医療材料の定義についてJ （平成28年 3月 4日保医発0304第10号）
の一部改正について

別添4



「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
（平成28年 3月 4日保医発0304第 3号）の一部改正について

1 別添 1の第 2章第 2部第 2節第 1款 Cll0-4に次を加える。

捌添11

( 4) 「注」の記載に関わらず、過活動跨脱に対するコントロールのため植込型仙骨

神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己によ
る過活動勝脱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅過活動

勝脱管理に関する指導管理を行った場合にも算定できる。

2 別添 1の第 2章第 2部第 2節第 2款 C150に次を加える。
( 5 ) フラッシュグノレコース測定機能を持つ血糖自己測定器を使用する場合であって

も、フラッシュグノレコース測定以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。

3 別添 1の第 2章第10部第 1節第 3款K190-6(1）を次のように改める。

( 1 ) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動勝脱に対す
るコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できな
い患者に対して実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用するこ
とができない患者に対して実施する場合は算定できない。

4 別添 1の第 2章第10部第 1節第 3款K190-6に次を加える。
( 6) 過活動勝脱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が

無効又は適用できない患者に対して植込術を行った場合は、本区分の所定点数を
算定する。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施さ
れた場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式により提出すること。
ア 下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤の医師が 2名以上配置

されており、そのうちの 1名以上は所定の研修を修了していること。
イ 下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤の医師で、所定の研修

を修了している者が実施すること。
ウ 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

5 別添 1の第 2章第10部第 1節第 3款K190-7を次のように改める。

( 1 ) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで使失禁又は過活動勝脱に対す
るコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用でき
ない患者に対して実施する場合であって、関係学会の定める診療に関する指針

に従って実施した場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することが
できない患者に対して実施する場合は算定できない。

( 2 ) 過活動勝脱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が

無効又は適用できない患者に対して交換術を行った場合は、本区分の所定点数を
算定する。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施さ

れた場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式により提出すること。
ア 下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤の医師が 2名以上配置

されており、そのうちの 1名以上は所定の研修を修了していること。

イ 下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤の医師で、所定の研修
を修了している者が実施すること。



ウ 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

6 別添 1の第 2章第10部第 1節第 8款K597、K597-2に次を加える。

( 3 ) 植込み型リードレス心臓ベースメーカーを経カテーテルにより植え込んだ場合

は、区分番号「K5 9 7 Jペースメーカー移植術の「 2Jの所定点数に準じて算

定する。

7 別添 1の第 2章第10部第 1節第 8款K600(2）を次のように改める。

( 2 ) 大動脈バルーンパンピング法（ IAB  P法）、区分番号「K6 0 1 J人工心肺、

区分番号「 K6 0 2 J経皮的心肺補助法、区分番号「K6 0 3 J補助人工心臓又
は補助循環用ポンプカテーテルによる経皮的補助循環を併施した場合において
は、 1日ごとに主たるもののみにより算定する。また、これら 5つの関心術補助

手段等と冠動脈、大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術
の所定点数を別に算定できる。

8 別添1の第 2章第10部第 I節第 8款K600に次を加える。

( 3 ) 補助循環用ポンプカテーテルにより経皮的補助循環を行った場合は、初日（ 1 
日につき）は区分番号「K6 0 2 J経皮的心肺補助法の「 1Jの所定点数により
算定し、 2日目以降は区分番号「K600」の「 2Jの所定点数に準じて算定す
る。

9 別添 1の第 2章第10部第 1節第 9款K688の次に次を加える。

K689 経皮経肝胆管ステント挿入術
経皮的胆道拡張用バルーンカテーテノレにより胆道拡張を行った場合は、本区分の

の所定点数を算定できる。



別添様式

2 

仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術

の施設基準に係る届出書添付書類

下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤医師の氏名等

常勤医師の氏名 診療科名 所定の研修修了年月日

緊急事態に対応するための体制 有 ． 無

［記載上の注意］

1 「1Jの常勤医師の氏名、勤務の態様及び勤務時間について、別添 2の様式 4を

添付すること。なお、次のいずれに該当する常勤医師であるかについて備考欄に記

載すること。

・下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤医師

・所定の研修を修了している下部原路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤

医師

また、当該常勤医師の経歴（当該病院での勤務期間、下部尿路機能障害の診療の

経験年数及び所定の研修修了の有無がわかるもの）を添付すること。

2 当該届出は、病院である保険医療機関のみ可能であること。



「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ

（平成28年 3月 4日保医発0304第 7号）の一部改正について

1 Iの 3の（lffi）の次に次を加える。
働 経皮的胆道拡張用バルーンカテーテル

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

ω 補助循環用ポンプカテーテル

捌添21

心原性ショック等の薬物療法抵抗性の急性心不全のうち、大動脈バルーンパン

ピング法又は経皮的心肺補助法では救命が困難で、あると判断された患者に対し、

関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。
なお、算定にあたっては関連学会により発行される実施施設証明書の写しを添付

すること。



捌添31

「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療
材料料（使用歯科材料料）の算定についてJ

（平成28年 3月 4日保医発0304第 8号）の一部改正について

1 本文の 3(17）中「70%」を「68%J に改める。

ヘ一、



捌添41
「特定保険医療材料の定義についてj

（平成28年 3月 4日保医発0304第10号）の一部改正について

1 別表の Eの001(3｝④ア中「大動脈用ステントグラフトを留置する際Jを「大動脈用
ステントグラフトを留置する際又はリード一体型ペースメーカーを植え込む際Jに改
める。

2 別表の Eの061(3）⑪ウ iva中「下顎骨Jを「下顎骨や骨盤等j に改める。

3 別表の Eの112(1)①中「「植込み型心臓ベースメーカ j、「植込み型両心室同期ベー
スメーカJ又は「除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ JJ 
を「「植込み型心臓ペースメーカJ、「植込み型両心室同期ベースメーカJ、「除細動機
能なし植込み型両心室ベーシングパノレスジェネレータJ又は「植込み型リードレス心
臓ペースメーカJJに改める。

4 別表の Eの112(2）中「13区分Jを「14区分」に改め、次を加える。
⑨ 本体とリードが一体化した構造の有無

5 別表の Eの112(3）中「③J、「④j、「⑤j、「⑥J、「⑦」、「③J、「⑨」、「⑮J、「⑬」、
「⑫」、「⑬j を「④j、「⑤J、「⑥j、「⑦J、「③j、「⑨」、「⑬J、「⑪J、「⑫」、「⑬J、
「⑭J改める。

6 別表の Eの112(3）①ウ中「②j を「②、③Jに改める。

7 別表の Eの112(3）②の次に次を加える。
③ シングノレチャンパ・リード一体型

次のいずれにも該当すること。
ア シング、ルチャンパ型であること。

イ 上室性頻拍抑止機能を有しないものであること。
ウ 本体とリードが一体化した構造を有するものであること。

8 別表の Eの133(1）中「静脈弁カッター（ 2区分）」を「静脈弁カッター（ 3区分） J 

に改め、「合計54区分Jを「合計55区分Jに改める。

9 別表の Eの133(15）①ア中「「血管内弁カッタ付カテーテルJJを「「血管内弁カッ
タ付カテーテルj 又は「経皮的血管内弁カッタ付カテーテノレJ」に改める。

10 別表の Eの133(15）②を次のように改める。

② 機能区分の考え方
構造により、切開径固定型、切開径変動型及びオーパーザワイヤー型の合計 3区

分に区分する。

11 別表の E の 133~15）③に次を加える
ウ オーパーザワイヤー型

i 静脈弁を切除するプレード（刃）の径が静脈の内径にあわせて変動するこ



と。
垣 ガイドワイヤーを用いるものであること。

12 別表の Eの184(2）中「便失禁Jを「便失禁又は過活動勝脱j に改める。

13 別表の Eに次を加える。
192 経皮的胆道拡張用バルーンカテーテノレ

定義
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認上、類別が「機械器具（51）医療用噴管及び体液誘導管Jであって、
一般的名称が「胆道拡張用カテーテノレj であること。

(2) 経皮的又は開腹下で使用するカテーテルであること。
(3) 先端部に胆道拡張用のバルーン構造を有するものであること。

193 補助循環用ポンプカテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認上、類別が「機械器具（51）医療用鳴管及び体液誘導管Jであって、
一般的名称が「循環補助用心内留置型ポンプカテーテノレj であること。

(2) 心原性ショック等の薬物抵抗性の急性心不全患者に対して、循環補助を目的
に心内に留置して使用するものであること。

(3) カテーテルに内蔵されたモーターにより血流を補助するものであること。

14 別表のVの059(2）中「70%」を「68%J に改める。



（別添 1参考）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ（平成 28年 3月4日保医発 0304第 3号）の一部改正について

改 正後

別添 1

医科診療報酬点数表に関する事項

第 1章（略）

第2章特掲診療料

第 1部（略）

第2部在宅医療

第 1節（略）

第2節在宅療養指導管理料

第 1款在宅療養指導管理料

1～13 （略）

ClO 0～Cll0-3 （略）

Cll0-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

( 1）～（ 3) （略）

_itl_ 「注j の記載に関わらず、過活動勝脱に対するコントロ

ールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ、後にi患者

の同意を得て、在宅において、自己による過活動勝脱管理を

行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅過活動勝

脱管理に関する指導管理を行った場合にも算定できる白

c 1 1 1～c 1 1 6 （略）

第 2款在宅療養指導管理材料加算

1～4 （略）

C150 血糖自己測定器加算

( 1）～（ 4) （略）

斗立L フラッシュグノレコース測定機能を持つ血糖自己測定器を

使用する場合であっても、フラッシュグルコース測定以外の

血糖自己測定をした回数を基準に算定する。

（傍線の部分は改正部分）

現 ’ーイ丁

別添 1

医科診療報酬点数表に関する事項

第 1章（略）

第2章特掲診療料

第 1部（略）

第2部在宅医療．

第 1節（略）

第2節在宅療養指導管理料

第 1款在宅療養指導管理料

1～13 （略）

ClO 0～Cll0-3 （略）

Cll0-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

( l）～（ 3) （略）

（新設）

c 1 1 1～c 1 1 6 （略）

第2款在宅療養指導管理材料加算

1～4 .（略）

C150 血糖自己測定器加算

( 1）～（ 4) （略）

（新設）



C151～C171-2 （略）

第 3節・第4節 （略）

第 3部～第9部（略）

第 10部手術

第 1節手術料

第 1款・第2款 （略）

第 3款神経系・頭蓋

K145～K 1 9 0 （略）

K190-6 仙骨神経刺激装置植込術

( 1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁

又は過活動勝脱に対するコントロールを行う意思のある者

であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対し

て実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使

用することができない患者に対して実施する場合は算定で

きない。

( 2）～（ 5) （略）

よ豆L 過活動勝脱に対するコントロールを行う意思のある者で

あって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して

植込術を行った場合は、本区分の所定点数を算定する口た

だし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関におい

て実施された場合に算定する口なお、届出は本通知別添様

式により提出すること口

ア 下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤

の医師が 2名以上配置されており、そのうちの 1名以上は

所定の研修を修了していること口

イ 下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤

の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。

之緊急事態に対応するための体制が整備されているこ

よι

K190-7 仙骨神経刺激装置交換術

c 151～C171-2 （略）

第 3節・第4節 （略）

第3部～第9部（略）

第 10部手術

第 1節手術料

第1款・第2款 （略）

第3款神経系・頭蓋

K145～K 1 9 0 （略）

K190-6 仙骨神経刺激装置植込術

( 1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁

コントロール．を行う意思のある者で、あって、保存的療法が

無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り

算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない

患者に対して実施する場合は算定できない。

( 2）～（ 5) （略）

（新設）

Kl90-7 仙骨神経刺激装置交換術



」ょL 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁

又は過活動勝脱に対するコントローノレを行う意思のある者

であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対し

て実施する場合であって、関係学会の定める診療に関する

指針に従って実施した場合に限り算定できる。なお、自ら

送信機を使用することができない息者に対して実施する場

合は算定できない白

iえよ 過活動勝脱に対するコントローノレを行う意思のある者で

あって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して交

換術を行った場合は、本区分の所定点数を算定する。ただし、

次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施

された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式により

提出すること白

ア 下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤

の医師が 2名以上配置されており、そのうちの 1名以上は所

定の研修を修了していること口

ごL下部尿路機能障害の診療の経験を 5年以上有する常勤

の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。

2 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

K193-2～Kl96-5 （略）

第4款～第7款（略）

第8款 心 ・ 脈 管

K544～K 5 9 5 （略）

K597 ベースメーカー移植術、 K597-2 ペースメーカー

交換術

( 1 ）・（ 2) （略）

一〔立L 植込み型リードレス心臓ペースメーカーを経カテーテル

により植え込んだ場合は、区分番号「K597」ベースメ

ーカー移植術の「2Jの所定点数に準じて算定する。

K598～K599-5 （略）

医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁のコ

ントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又

は適用？できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。

}(193-2～K196-5 （略）

第4款～第7款（略）

第8款心・脈管

K544～i< 5 g 5 c略）

K597 ペースメーカー移植術、 K597-2 ベースメーカ

一交換術

( 1）・（ 2) （略）

（新設）

K.598～K599-5 （略）



K600 大動脈バルーンパンピンクゃ法（ IAB P法）

( 1) （略）

( 2) 大動脈バルーンパンピング法（ IAB P法）、区分番号

fK 6 0 1 J人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺

補助法』区分番号「K603」補助人工心臓又は補助循環

用ポンプカテーテルによる経皮的補助循環を併施した場合

においては、 1日ごとに主たるもののみにより算定する。

また、これら 5つの関心術補助手段等と冠動脈、大動脈バ

イパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術の所

定点数を別に算定できる。

斗三L 補助循環用ポンプカテーテルにより経皮的補助循環を行

った場合は、初日（ 1日につき）は区分番号「K60 2J 

経皮的心肺補助法の「 1Jの所定点数により算定し、 2日

目以降は区分番号「K6Q,Q j の「2Jの所定点数に準じ

て算定する。

K601～K627-4 （略）

第9款腹部

K635～K 6 8 8 （略）

K689 経皮経肝胆管ステント挿入術

経皮的胆道拡張用バルーンカテーテルにより胆道拡張を行っ

た場合は、本区分の所定点数を算定できる。

K691-2～K743-5 （略）

第 10款～第 13款（略）

第2節～第5節（略）

第 11部～第 13部（略）

第3章、第4章（略）

K600 大動脈ノ〈ルーンパンヒ。ング法（ IAB P法）

( 1) （略）

( 2) 大動脈バルーンパンピング法（ IAB P法）、区分番号

「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺

補助法辺主区分番号「K603」補助人工心臓を併施した

場合においては、 1日ごとに主たるもののみにより算定す

る。また、これらiつの関心術補助手段等と冠動脈、大動

脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術

の所定点数を別に算定できる口

（新設）

K601～K627-4 （略）

第9款腹部

K635～K 6 8 8 （略）

（新設）

K691-2～K743-5 

第 10款～第 13款（略）

第2節～第5節（略）

第 11部～第 13部（略）

第3章、第4章（略）

（略）



（別添2参考）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成 28年3月4日保医発 0304第7号）の一部改正について

改 正後

I 診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59号）（以

下「算定方法告示J という。）別表第一医科診療報酬点数表に

関する事項

1、 2 （略）

（傍線の部分は改正部分）

現行

I 診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59号）（以

下「算定方法告示Jという。）別表第一医科診療報酬点数表に

関する事項

1、 2 （略）

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料

ムを除く。）に係る取扱い

（フィル I3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィル

ムを除く。）に係る取扱い

( 1）～側（略）

illlL 経皮的胆道拡張用バルーンカテーテル

ガイドワイヤーは別に算定できないo

100 補助循環用ポンプカテーテル

心原性ショック等の薬物療法抵抗性の急性心不全のうち、大動脈バル

ーンパンピング法又は経皮的心肺補助法では救命が困難であると判断

された患者に対し、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用

した場合に限り算定できる白なお、算定にあたっては関連学会により発

行される実施施設証明書の写しを添付することロ

(1)～ (l~ij) （略）

（新設）

（新設）

4～6 （略） I 4～6 （略）

E～N （略） I II～N （略）



（別添3参考）

「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定についてJ （平

成 28年 3月4日保医発 0304第 8号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改正後 現 行

1～ 2 （略） I 1～ 2 （略）

3 材料価格基準の別表のVIに規定する特定保険医療材料につい I3 材料価格基準の別表のVIに規定する特・定保険医療材料につ

て

(1)～（16) 

( 17) ファイバーポストとは、定義通知別表 V059に規定する

ものであり、支台築造用に用いるガラス繊維を皇豆%以上含

有する合釘をいうものであること。

(18）～（19) 

4 （略）

いて

(1）～（ 16) 

(17) ファイパーポストとは、定義通知別表 V059に規定する

ものであり、支台築造用に用いるガラス繊維を 70%以上含

有する合釘をいうものであること。

( 18）～ (19) 

4 （略）



（別添4参考）

J特定保険医療材料の定義についてJ（平成 28年 3月4日保医発 0304第 10号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改正後 現 行
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001 血管造影用シースイントロデューサーセット

(1）・（2) （略）

(3) 機能区分の定義

①～③（略）

④ 大動脈用ステントグラフト用

次のいずれにも該当すること。

ア 大動脈用ステントグラフトを留置する際又はリード一体型べ

一スメ｝カーを植え込む際に使用するものであること。

イ（略）

⑤（略）

002～060 （略）

061 固定用内副子（プレート）

(1)・（2) （略）

(3) 機能区分の定義

①～⑩（略）

⑪ その他プレ｝ト

ア・イ （略）

ウ機能区分の定義

i～温（略）

iv 標準・下顎骨・骨盤再建用・三次元型

a 下顎骨や骨盤等の再建に使用されるプレートであること。

001 血管造影用シースイントロデューサーセット

(1）・（2) （略）

(3) 機能区分の定義

①～③（略）

④ 大動脈用ステントグラフト用

次のいずれにも該当すること。

ア 大動脈用ステントグラフトを留置する際に使用するものであ

ること。

イ（略）

⑤（略）

002～060 （略）

061 固定用内副子（プレート）

(1）・（2) （略）

(3) 機能区分の定義

①～⑮（略）

⑪ その他プレート

ア・イ （略）

ウ機能区分の定義

i～出（略）

iv 標準・下顎骨・骨盤再建用・三次元型

a 下顎骨の再建に使用されるプレートであること。

J 



b （略）

v～ix （略）

062～111 （略）

112 ペースメーカー

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（ 7）内臓機能代用器」

で、あって、一般的名称が「植込み型心臓ベースメーカJ、 「植込み

型両心室同期ペースメーカJι 「除細動機能なし植込み型両心室ペ

ーシングパルスジェネレータ」又は「植込み型リードレス心臓ベー

スメーカJであること。

②（略）

(2) 機能区分の考え方

ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により 14区分に区

分する。

①～③（略）

＠本体とリードが一体化した構造の有無

(3) 機能区分の定義

① シングルチャンパ・標準型

次のいずれにも該当することD

ア・イ （略）

ウ ②＇~に該当しないこと。
②（略）

＠ シングノレチャンパ・リード一体型

次のいずれにも該当すること。

z シングルチャンパ型であること。

:i. 上室性頻拍抑止機能を有しないものであること口

之本体とリードが一体化した構造を有するものであること。

＠デュアルチャンパ (I型・ E型）

次のいずれにも該当すること。

b （略）

v～ix （略）

062～111 （略）

112 ペースメーカー

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（ 7) 内臓機能代用器」

であって、一般的名称が「植込み型心臓ペースメーカJ、 「植込み

型同心室同期ペースメーカJ率良「除細動機能なし植込み型両心室

ベーシングパルスジェネレータ」であること。

②（略）

(2) 機能区分の考え方

ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により 13区分に区

分する。

①～③（略）

（新設）

(3) 機能区分の定義

① シングノレチャンパ・標準型

次のいずれにも該当することロ

ア・イ （略）

ウ ②に該当しないこと。

②（略）

（新設）

@ デ、ュアルチャンバ (I型.II型）

次のいずれにも該当すること。



ア～ウ（略）

＠ デ、ュアルチャンパ cm型）

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

@ デュアルチャンパ （N型） ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

金デ、ュアルチャンバ （N型）・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

盆 トリフ。ルチャンパ (I型） ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ皇、盛及び盆に該当しないものであること。

盆 トリプルチャンパ (I型） ・極性可変型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

盆 トリフ。ルチャンバ（Il型） ・単極用又は双極用・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

オ盛に該当しないものであること。

盆 トリプルチャンパ（Il型） ・単極用又は双極用・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること口

ア～オ（略）

盆 トリプルチャンパ（Il型） . 4極用

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

盆 トリプルチャンバ（III型） ・標準型‘

次のいずれにも該当すること。

ア～オ（略）

ア～ワ（略）

＠ デュアルチャンパ cm型）

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

@ デ、ュアノレチャンパ （N型） ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

盆デ、ュアルチャンパ （N型）・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

皇 トリプルチャンバ (I型） ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ盛、盛及び盆に該当しないものであること。

盆 トリフ。ノレチャンバ (I型） ・極性可変型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

盆 トリプルチャンパ（Il型） ・単極用又は双極用・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

オ盆に該当しないものであること。

重量 トリプルチャンパ（Il型） ・単極用又は双極用・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア～オ（略）

盆 トリフ。ルチャンバ（Il型）・ 4極用

次のいずれにも該当すること D

ア～エ（略）

盆 トリプルチャンパ cm型） ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～オ（略）



カ盆に該当しないこと。

盆 トリプルチャンパ（Ill型） ・自動調整機能付き

次のいずれにも該当すること。

ア～カ（略）

113～132 

133 血管内手術用カテーテル

(1) 血管内カテーテルの機能区分の考え方

術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（ 2区分）、末梢血

管用ステントセット（ 2区分）、 PT Aバルーンカテーテノレ（7区分）、

下大静脈留置フィルターセット（ 2区分）、冠動脈濯流用カテーテル

( 1区分）、オクリュージョンカデーテル（2区分）、血管内血栓異

物除去用留置カテーテル（4区分）、血管内異物除去用カテ｝テル（4

区分）、血栓除去用カテーテル（8区分）、塞栓用パノレーン（ 2区分）、

塞栓用コイル（ 7区分）、汎用型圧測定用プローブ（ 1区分）、連続

心拍出量測定用カテーテル（ 1 区分）、静脈弁カッタ~ (3区分）、

頚動脈用ステントセット（ 1区分）、狭窄部貫通用カテーテノレ（ 1区

分）、下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル（ 1区分）、血管塞栓用プラ

グ（ 1区分）、冠動脈カテーテル交換用カテ｝テル（ 1区分）、体温

調節用カテーテル（2区分）、脳血管用ステントセット（ 1区分）及

び脳動脈癌治療用フローダイパーターシステム（ 1区分）の合計堕

区分に区分する。

(2）～（14) （略）

(15) 静脈弁カッター

① 定義

次のいずれにも該当すること。

ア 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（51）医療用鳴管及び

体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内弁カッタ付カテL

テノレj又は「経皮的血管内弁カッタ付カテーテノレ」であることロ

イ（略）

②機能区分の考え方

カ盆に該当しないこと。

盆 トリプルチャンパ（Ill型） ・自動調整機能付き

次のいずれにも該当すること。

ア～カ（略）

113～132 

133 血管内手術用カテーテル

(1) 血管内カテーテルの機能区分の考え方

術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（ 2区分）、末梢血

管用ステントセット（ 2区分）、 PT Aバルーンカテーテル（ 7区分）、

下大静脈留置フィルターセット（ 2区分）、冠動脈港流用カテーテノレ

( 1区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異

物除去用留置カテーテル（4区分）、血管内異物除去用カテーテル（4

区分）、血栓除去用カテーテル（ 8区分）、塞栓用バルーン（ 2区分）、

塞栓用コイル（ 7区分）、汎用型圧測定用プローブ（ 1区分）、連続

心拍出量測定用カテーテル（ 1区分）、静脈弁カッター（え区分）、

頚動脈用ステントセット（ 1区分）、狭窄部貫通用カテーテル（ 1区

分）、下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル（ 1区分）、血管塞栓用プラ

グ（ 1区分）、冠動脈カテーテノレ交換用カテーテル（ 1区分）、体温

調節用カテーテル（2区分）、脳血管用ステントセット（ 1区分）及

び脳動脈癌治療用フローダイパータ｝システム（ 1区分）の合計監

区分に区分する。

(2）～(14) （略）

(15) 静脈弁カッター

① 定義

次のいずれにも該当すること。

ア 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（51）医療用噴管及び

体液誘導管」で、あって、一般的名称が「血管内弁カッタ付カテ｝

テノレ」であることロ

イ（略）

②機能区分の考え方



構造により、切開径固定型、切開径変動型及びオーバーザワイヤ

ー型の合計3区分に区分する。

③ 機能区分の定義

ア・イ （略）

2 オーパーザワイヤー型

i 静脈弁を切除するプレード（刃）の径が静脈の内径にあわせ

て変動すること白

註 ガイドワイヤ｝を用いるものであること。

134～183 （略）

184 仙骨神経刺激装置

定義

次のいずれにも該当することロ

(1) （略）

(2) 便失禁又は過活動勝脱を改善することを目的として、仙骨裂孔に挿

入されたリードを通じて仙骨神経に電気刺激を行うため、皮下に植え

込んで使用するものであること。

185～191 （略）

192 経皮的胆道拡張用パノレーンカテーテル

亙蓋
次のいずれにも該当すること。

斗よ薬事承認上、類別が「機械器具（51）医療用噛管及び体液誘導管」

であって、一般的名称が「胆道拡張用カテーテノレ」であること。

(2) 経皮的又は開腹下で使用するカテーテノレであること。

ill 先端部に胆道拡張用のバノレーン構造を有するものであること。

193 補助循環用ポンプカテーテノレ

亙義
次のいずれにも該当すること。

斗よ薬事承認上、類別が「機械器具（51）医療用噴管及び体液誘導管J

であって、一般的名称が「循環補助用心内留置型ポンプカテーテノレ」

であること白

プレード（刃）の構造により、切開径固定型及び切開径

変動型の合計え区分に区分する。

③機能区分の定義

ア・イ （略）

（新設）

134～183 （略）

184 仙骨神経刺激装置

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) （略）

(2) 便失禁を改善することを目的として、仙骨裂孔に挿入されたリード

を通じてイ山骨神経に電気刺激を行うため、皮下に植え込んで使用する

ものであること。

185～191 （略）

（新設）

（新設）



(2) 心原性ショック等の薬物抵抗性の急性心不全患者に対して、循環補

助を目的に心内に留置して使用するものであること口

ill カテーテルに内蔵されたモーターにより血流を補助するものである

よよム－
E・N （略）

v 歯科点数表の第2章第 12部に規定する特定保険医療材料及びその材料

価格

001～058 （略）

059 ファイパーポスト 支台築造用

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) （略）

(2) ガラス繊維を皇室%以上含有し、曲げ強さが 700MPa以上であること。

(3）～（5) （略）

VI・VII （略）

III・N （略）

v 歯科点数表の第2章第 12部に規定する特定保険医療材料及びその材料

価格

001～058 （略）

059 ファイパーポスト 支台築造用

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) （略）

(2) ガラス繊維を1Q%以上含有し、曲げ強さが 700MPa以上であること。

(3）～（5) （略）

Vl・VII （略）


